
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続きをお願いします 
 
笠間市の「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減

額認定証」の有効期限は、平成 30年 7月 31日までです。更新には申請が必要となりますので、

認定証を現在お持ちの方は更新手続きをお願いします。 

また、認定証の新規発行は随時行っています。保険診療に係る自己負担の軽減になりますので、

医療機関で高額な自己負担が見込まれる際には申請を行ってください。 

※国民健康保険税の未納がある方、平成 29 年中の所得の申告をしていない方は、認定証の発行

ができないことがあります。 

必要なもの 国民健康保険証、印鑑（必ずお持ちください）、個人番号（マイナンバー）がわか 

るもの、限度額適用認定証等（更新者のみ） 

申 保険年金課、笠間支所市民窓口課、岩間支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 140） 
 

 ⑪笠間市まちづくり市民活動助成事業を追加募集します 
 
 NPO 法人をはじめとした民間団体と大学や企業等との協働を推進し、市民活動の活性化を図る

ことを目的に、市民自らがまちづくりの主体として活動していくために必要な経費に対して助成

金を交付します。 

対象   

事業区分 事業内容 補助率 助成金の額 

自立促進事業 

市民活動団体の設立や法人化な

ど、市民活動団体の自立をめざ

す事業 

必要な経費 

（1団体 1回限り） 
限度額 10万円 

地域活性化事業 

市内外からの集客を目的に、創

意と工夫をもって取り組む事業 
事業費の3分の2以内

の額又は 30 万円以内

のいずれか少ない額 

限度額 

30万円/単年 

45万円/2年継続 

（※2か年合計額） 

60万円/3年継続 

（※3か年合計額） 

市民交流を促進するために効果

的な事業 

地域資源を効果的に活用した個

性的なまちづくり事業 

応募資格 活動拠点が市内にあり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的と

する活動を自主的に行う団体。 

申込方法  必要書類を市民活動課へ提出して、書類審査（1次）及び申請団体の代表者のプレゼ 

                      ンテーション（2次：8月下旬実施予定）後に決定します。 

※書類は市ホームページよりダウンロードできます。書類は市民活動課窓口でも配付していま

す。http://www.city.kasama.lg.jp/page/page001928.html 

申込期限   8月 10日（金） 

申・問  市民活動課（内線 133） 

 

平成 30年 7月 12日 第 30‐11号 

 国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。   ⑤ページ 

 

 ⑫切れた電線にはさわらないでください 
 
台風や雷、豪雨の影響による樹木接触・倒木や飛来物などにより、電線が切れてしまう場合があります。

切れて垂れ下がっている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが

接触している場合も大変危険です。見つけたら、すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。 

問 東京電力パワーグリッド ℡ 0120-995-007  
 


